
 
 

 
「悪質な客引きを許さないまちづくり事業」業務委託契約に係る 

公募型企画プロポーザルによる選定結果について 
 
1 案件名称 
「悪質な客引きを許さないまちづくり事業」業務委託 
契約期間 平成 27 年４月１日（水）～ 平成 28 年３月 31 日（木） 

 
2 選定した委託予定事業者 

廣告社株式会社 
 
3 公募期間 

平成 26年 1月 19日（月）から平成 27年 2月 27日（金） 
 
4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 
 （1）選定委員名簿（敬称略）                    五十音順 

委員氏名 役職等 
岡本 敏嗣 ミナミ歓楽街環境浄化推進協議会 会長 
髙見 昭三 元中央区長 
福田 知弘 大阪大学大学院工学研究科 准教授 

 
 （2） 選定委員会の開催日    平成 27年 3月 19日（木） 
 
 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 
実効性 案した事業を確実に遂行できる体制、運営基盤があ

るか 20点 

専門性 提案した事業内容に、行政にはない専門性・独創性

がある 
25点 

現実性 実行可能な方法・計画・予算で立案されている 15点 
効率性 効率的で妥当な経費により提案されているか 20点 
効果性 成果の達成目標が明確でありその成果が広く市民

に還元される 
20点 

 合     計 100点 
 
 

（4） 審査を行った事業者 
株式会社広告商事 
廣告社株式会社 

                         全２者 
 
 



 
 

 
 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 A社 B社 
実効性 36 48 
専門性 45 65 
現実性 30 30 
効率性 28 40 
効果性 32 48 
合計 171 231 

 


